
市民病院  管理栄養士を募集市民病院  管理栄養士を募集市民病院  管理栄養士を募集

平成 30 年４月採用の舞鶴市民病院の管理栄養士を募集しま
す。詳細は次のとおり。

【試験日時】２月18日㈰９時から
【試験会場】舞鶴市民病院
【受付期間】１月31日㈬17時15分まで
【待遇】❖給与（初任給）は184,400円（大卒）※平成29年12月１
日現在❖職歴や経験年数など加算あり❖別途諸手当支給あり

【受験資格】昭和33年４月２日以降に生まれた人で、管理栄養士
の資格を有し、病院実務経験が３年以上ある

【申し込み方法】申込書（市民病院総務課、人事課、西支所総務係、
加佐分室で配布。市ホームページからダウンロード可）に必要事項
を記入し市民病院総務課へ。詳細は、試験案内でご確認を。
 ▶詳しくは、同院総務課（☎60・9020）へ。

市内の事業所を応援する助成制度市内の事業所を応援する助成制度市内の事業所を応援する助成制度
平成29年度分の申請を受け付け中平成29年度分の申請を受け付け中平成29年度分の申請を受け付け中

市では、新たな設備投資や更新、従業員の研修などを行う
ための助成金の申請を受け付け中。申請は２月 28 日㈬まで。
ぜひご検討ください。
▪ものづくり中小企業設備投資促進補助金

【対象】市内で製造業を営む中小企業
【補助対象】1人以上の市内新規雇用を伴い、事業に供するため
事業所内で使用する製造設備の導入経費

【補助率】❖一括購入…設備取得費×10㌫（補助額上限300万円）
❖割賦購入・リース契約…年間支払額の２分の１（補助額上限
200万円）

※雇用人数などの条件により補助率などに変動あり

▪販路開拓事業補助金
【対象】市内に事業所を有する中小企業者か個人事業主、市内の
農林漁業者で構成された団体

【対象事業】自社で開発した商品や技術の販路開拓を目的に行う
事業（展示会などへの出展経費、新商品のカタログ・パンフレット
の作製費など）

【補助率】対象経費の２分の１以内（補助額上限１回30万円）
※同一事業所で年間２回まで。

▪ものづくりレベルアップ支援事業補助金
【対象】市内で製造業を主な事業とする中小企業者か事業者で構
成された団体

【対象事業】ポリテクカレッジ京都が行う能力開発セミナーやオー
ダーメイド職業訓練プログラムを活用した従業員の技能研修

【補助率】対象経費の４分の３以内
▶詳しくは、企業立地・雇用促進課（☎ 66・1021）へ。

市の人口と世帯数

平成30年度  市・府民税に適用される主な税制改正平成30年度  市・府民税に適用される主な税制改正平成30年度  市・府民税に適用される主な税制改正 　　

▪給与所得控除の見直し
　給与収入額の給与所得控除上限額を次のとおり改正。
　❖旧…給与収入額が1,200万円を超えた場合、230万円の適用
　❖新…給与収入額が1,000万円を超えた場合、220万円の適用
▪セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）の創設
　年間12,000円を超えるスイッチＯＴＣ医薬品を購入した場合、
超過分の金額が所得控除となります（上限88,000円）。この特例
を受けると現行の医療費控除は受けられません。本改正は適切
な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、
現行の医療費控除の特例として創設。
※スイッチOTC医薬品…処方箋なしで買える医療用から転

用された医薬品。同薬品を購入した場合は、領収書にそ
の旨が記載されます。

▪医療費控除申告時における明細書提出の義務化
　医療費控除か医療費控除の特例（セルフメディケーション税
制）を受ける場合、国税庁ホームページなどからダウンロードで
きる「医療費控除の明細書」か「セルフメディケーション税制の明
細書」の添付が義務付けられました。これに伴い、医療費などに
かかる領収書の添付は不要になりました。
▶詳しくは、税務課（☎66・1026）へ。

JRパーク＆レール駐車場のサービス内容が変更JRパーク＆レール駐車場のサービス内容が変更JRパーク＆レール駐車場のサービス内容が変更

JR 東舞鶴・西舞鶴駅で特急・新幹線を利用する切符（定期
券・回数券を除く）を購入すると市営駐車場の料金が無料にな
る「JR パーク＆レール駐車場」のサービス内容が１月９日㈫
から変更になります。
▪駐車１日無料の適用範囲が拡大
これまでJR東舞鶴・西舞鶴駅で5,000円以上の特急・新幹線を
利用する切符の購入であった条件を次のとおり拡大。
　❖ネット予約（e5489・エクスプレス予約、自由席
　　含む）か指定席利用の場合…4,000円以上の購入で
　　１日駐車無料
　※自由席利用の切符は従来通り5,000円以上の購入で１日駐車

無料

　❖切符購入場所の拡大…全国のJRの駅や旅行会社で
　　購入した場合にも適用
▪駐車２日間無料を終了
　これまで10,000円以上の特急・新幹線を利用する切符の購入
で２日間無料であったサービスを終了。２日目は１日300円の利
用者負担が生じます。
▶詳しくは、企画政策課（☎66・1042）へ。

●人口　82,024人（- 23人）●男　40,784人（- 7人）●女　41,240人（ - 16人）
●世帯　34,749世帯（+ 4世帯）　※平成29年12月１日現在の推計人口。（　）内は前月比。

まいづるクリーンキャンペーン2018まいづるクリーンキャンペーン2018まいづるクリーンキャンペーン2018
ポスターデザイン・標語を募集ポスターデザイン・標語を募集ポスターデザイン・標語を募集

　散乱ごみのないきれいなまちづくりのため全市一斉清掃「ま
いづるクリーンキャンペーン」や環境美化啓発に活用する「ポス
ターデザイン」と「標語」を募集。

【募集内容】いずれも環境美化に関する内容で未発表の作品。１人
１点まで。❖ポスターデザイン…四つ切の画用紙（縦横は自由）に
ポスターカラーか水彩絵の具、クレヨンなどで描いた作品。「クリー
ンキャンペーン」の文字は入れない❖標語…20文字程度。

【対象】市内在住か通学・通勤の人
【応募期間】２月13日㈫〜４月９日㈪
【応募方法】作品（ポスターデザインは裏面）に住所、氏名（漢字・ふ
りがな）、年齢（児童・生徒は４月以降の学校名と学年も）、電話番号、
絵に込めた思い（ポスター応募者のみ）を記入し、実行委員会事務局

（生活環境課内）へ持参。標語は郵送、ファクス（62・9891）も可。
▶詳しくは、実行委員会事務局（同課内、☎66・1064）へ。

舞鶴版コンパクトシティを目指して舞鶴版コンパクトシティを目指して舞鶴版コンパクトシティを目指して
立地適正化計画を策定立地適正化計画を策定立地適正化計画を策定

　市では、人口減少・少子
高齢化など社会情勢が
変化する中でも、元気な
まちが持続していけるよ
う、舞鶴版コンパクトシ
ティの実現に向け取組ん
でいます。このたび、駅を
中心とした賑わい拠点の
形成とまちなか居住推進
による「まちなか創生」に
向けた「舞鶴市立地適正
化計画」を策定しました。
▪届出制度について　立
地適正化計画で設定した
居住誘導区域または都市
機能誘導区域の区域外で
一定規模以上の住宅・商
業施設等の開発行為、建
築行為を行う場合は、都市再生特別措置法に基づき、その行為に
着手する日の30日前までに、市（都市計画課）に届出を行ってい
ただく必要があります。
　対象は、居住誘導区域外で、３戸以上の住宅開発･住宅新築、１
戸1,000平方㍍以上の住宅開発行為、倉庫･店舗等を住宅へ改築
する用途変更（平成30年４月から適用）。
▪閲覧できます　計画の内容は、都市計画課、市政情報コー
ナー、西支所、加佐分室、各公民館、大浦・城南会館、東西図書館で
閲覧できます。市ホームページにも掲載。
▶詳しくは、都市計画課（☎66・1048）へ。

固定資産税(償却資産)の申告をお忘れなく固定資産税(償却資産)の申告をお忘れなく固定資産税(償却資産)の申告をお忘れなく
　　

　償却資産を所有している事業者は、1月1日現在の状況を１月
31日㈬までに申告してください。償却資産にかかる固定資産税
は市税収入の約23㌫を占める大切な財源です。

《申告はお早めに》 期限直前になると窓口が大変混み合いま
す。早めの申告にご協力をお願いします。また、地方税ポータル
システム「e

エルタックス

LTAX」を利用しての電子申告もできます。 
《償却資産とは》法人や個人で工場・商店などを営んでいる人が、その
事業に用いることができる機械・器具・備品などのこと（下表参照）。 

業種 課税対象となる主な償却資産の例

各業種共通
パソコン、ルームエアコン、内装・内部造作、広
告塔、ネオンサイン、自動販売機、太陽光発電
設備、舗装路面など。

製造業 製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール
盤、梱包機など。

印刷業 各種製版機及び印刷機、断裁機など。
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、発電機など。

娯楽業 パチンコ器、パチンコ器取付台（島工事）、ゲー
ム機、両替機、ボーリング場用設備など。

料理飲食店業 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオ
ケ機器など。

小売業 陳列棚・陳列ケース、日よけなど。

理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サイン
ポールなど。

医（歯）業 医療機器（レントゲン装置、手術機器、歯科診療
ユニット）など。

クリーニング業 洗濯機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール
包装設備など。

不動産貸付業
受・変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央
監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐
車場等の舗装及び機械設備など。

ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピーなど。

▶詳しくは、税務課（☎66・1027）へ。

市・府民税の特別徴収を推進市・府民税の特別徴収を推進市・府民税の特別徴収を推進

　京都府と府内市町村では、市・府民税における特別徴収のより
一層の徹底を図る取り組みを進めています。これまで特別徴収
を実施していない事業主は、平成30年度から原則特別徴収の実
施が必要です。地方税法に基づく特別徴収の適正な実施をお願
いします。
▶詳しくは、税務課（☎66・1026）へ。

新１年生の入学通知を送付新１年生の入学通知を送付新１年生の入学通知を送付
　

　今年４月に小学校へ入学する児童(平成23年４月２日〜24年
４月１日生まれ）の入学通知書を今月下旬に保護者あてに送付。
▶詳しくは、学校教育課（☎66・1072）へ。

※小型特殊自動車（トラクター、乗用装置付きコンバインなどの農耕作業車や
小型フォークリフトなどの小型特殊作業車等）は、軽自動車税での課税対象。本
市税務課で登録届出を行ってください。

誘導区域図（西舞鶴地区）
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